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 令和２年度 公益財団法人仙台市健康福祉事業団 

職員（事務職）採用試験案内 
 

令和３年１月１日 

公益財団法人仙台市健康福祉事業団 
 

申込受付期間： 令和３年１月４日(月)～１月25日(月) ※必着 

第一次試験日： 令和３年２月７日(日) 

採 用 予 定 日 ： 令和３年４月１日(木) 
 

 公益財団法人仙台市健康福祉事業団は、仙台市民一人一人が心豊かに健康で共に生きる社会（豊齢化

社会）の実現に向け、生きがい・健康づくりの支援、介護知識の普及等を行い、市民福祉の向上を図る

ことを目的として平成３年に設立されました。 

 上記のほか、仙台市シルバーセンター、仙台市健康増進センターの管理運営及び要介護認定のための

訪問調査等の事業を行っています。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、試験の中止や延期を含め当試験案内の記載内容に

変更が生じる場合、（公財）仙台市健康福祉事業団ホームページ(https://www.senkenhuku.com/)上

で告知を行いますので、随時ご確認ください。 

 

１ 試験区分・採用予定人員及び職務内容 

試験区分 事 務 採用予定人数 １人 

職務概要 

①事業の企画・運営（各種講座等の企画・開催、参加者募集・受付、受講料の徴収等） 

②施設管理（施設使用料の徴収、建物・設備の維持管理・修繕、業者との連絡・指導等） 

③窓口・電話による受付応対業務（施設利用の相談・受付、クレーム応対等） 

④庶務、経理（パソコンでのデータ入力、ワードやエクセル等を使用した資料作成等） 

 

２ 受験資格（次の全ての要件を満たす人） 

⑴ 昭和 60年４月２日以降に生まれた人 

⑵ 学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業（令和３年３月までの卒業見込を含む）した人 

◆ 次のいずれかに該当する人は受験できません。 

⑴ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

⑵ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること 

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 
 

３ 試験の日時・会場 

試 験 日  時 会 場 

第一次試験 令和３年２月７日(日)午後２時頃～午後５時頃(予定） 仙台市シルバーセンター 

（仙台市青葉区花京院1-3-2） 第二次試験 令和３年２月28日（日） 
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４ 試験の方法・内容 

試験 試験方法 試験時間 内容 

第一次 

試験 

教養試験 

適性検査 
60分程度 

職務遂行に必要な教養（論理的思考、数的判断、言

語判断等）と適性（職務バイタリティ、対人的側面等）

についての択一式試験（マークシート方式） 

ケーススタディ 

試験 
60分程度 

発生しうる様々なケース（課題）の解決に向けた分

析力、発想力、論理的思考等についての記述式試験(２

題程度) 

第二次 

試験 

論文試験 80分程度 

課題に対する理解力、思考力、表現力等についての

記述式試験（出題されたテーマについて400字詰原稿用紙

２枚程度にまとめるもの） 

プレゼンテーション 

試験 1人30分 

程度 

課題に対し制限時間内に意見をまとめる論理的思考

力、発想力、ならびにプレゼンテーション時の表現力

等についての発表形式試験 

面接試験 職員としての適性等についての個別面接試験 

 

【職員採用試験受験時の注意事項（必ずご確認のうえお申込みください）】 

◆ 試験受験日までに体調がすぐれない場合（風邪の症状や、強いだるさや息苦しさがある場合等）は、

お住まいの自治体に設置されている新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口に相談し、保健所から

指示があった場合はその指示に従ってください。 

◆ 新型コロナウイルスの感染の疑いがある方は、他の受験者への感染のおそれがあるため、当日の受験

は控えていただきますようお願いします。なお、欠席者向けの再実施は予定しておりません。 

◆ 試験当日は、検温等を行うなど、ご自身で体調の管理を行ったうえで来場してください。なお、試験

会場において、改めて検温を行い、一定の基準を超えた場合に受験をお断りする場合があります。また、

感染予防のため、マスクの着用をお願いします。本人確認のための写真照合の際には、試験係員の指示

に従い、マスクは一時的に外してください。 

◆ 受験票、筆記用具、時計（計時機能だけのものに限る）を持参してください。 

◆ 教養試験・適性検査、論文試験の出題は、日本語の活字印刷文により行い、解答も日本語でして

いただきます。また、面接試験は、全て日本語での質問・応答になります。 

◆ 試験時間中は、携帯電話・スマートフォン・ウェアラブル端末等の使用は固く禁止します（時計の代

わりに使用することも認めません）。試験時間中に使用を確認した場合は、失格となることがあります。 

◆ 第二次試験は、第一次試験の合格者に対して行います。 

◆ 第一次試験合格者については、受験資格の有無、受験申込書記載事項の真否等に関して確認するため

の書類を提出していただきます。 

 

５ 受験申込手続 

  ⑴ 提出書類 

① 受験申込書 １部 

本案内はさみ込みの受験申込書に「受験申込書の記入要領」に従い必要事項を漏れなく記載の 

うえ、所定欄に自筆で署名し、写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ）を貼ってください。写真の裏面には

忘れずに氏名を記入してください。 

② 官製はがき １通 

申込受理後、第１次試験案内を印刷のうえ郵送しますので、宛名面に郵便番号、住所、氏名

を明記してください。 
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  ⑵ 提出方法・提出先 

① 提出方法 

封筒の表に「職員採用試験受験」と朱書して、「特定記録郵便」等の確実な方法により送付し

てください（郵送に限る）。※１月25日（月）必着 

② 提出先 

 

 

◆ 受理した受験申込書は返却しません。なお、受験申込書等により収集した個人情報は、職員

の採用選考の目的にのみ使用します。 

◆ 受験票が２月１日（月）までに届かない場合は、総務課（☎022-215-3192）に電話で照会し

てください。 

 

６ 合格発表 

試験 発表日時 発表方法 

第一次試験 ２月15日（月）午前10時 事業団ＨＰ（https://www.senkenhuku.com/）及び 

仙台市シルバーセンター西側屋外掲示板に合格者の

受験番号を掲示 
第二次試験 ３月５日（金）午前10時 

◆ 上記発表日時以降、総務課（☎022-215-3192）で電話による合否の照会を受け付けます。受験者

の氏名はお答えできませんので、受験番号で照会してください。 

◆ 第一次試験、第二次試験とも合格者にのみ通知書を郵送します（不合格者には通知しません）。

ホームページ等で合格が確認されたにも関わらず、発表後４日たっても通知が届かない場合には、

総務課に電話で照会してください。 

 ◆ 受験資格を満たしていない等、受験申込書に事実と異なる記載をした場合には合格を取り消すこ

とがあります。 

◆ 最終合格者が採用を辞退した場合、最終合格者を追加することがあります。 

◆ この試験の結果については、次の表の方法により開示を請求することができます。 

 

７ 採用 

最終合格者は令和３年４月１日に採用を予定しています。採用後６か月の試用期間を良好な成績で

勤務したときに正式採用とします。 

対象 開示内容 期間 申込方法 申込先 

第一次 

試験の 

不合格者 

第一次 

試験の 

順位、得点 
それぞれの

試験の合格

発表から 

１か月間 

受験者本人が受験票又は本人であること

が確認できる書類（運転免許証、旅券等）を

お持ちの上、午前９時から午後５時までの間

に口頭で申し込んでください。 

ただし、土曜日、日曜日、祝日及び仙台市

シルバーセンター休館日（２月16日・17日、

３月16日）は受付しません。なお、電話、手

紙等での申し込みはできません。 

(公財)仙台市健康 

福祉事業団 総務課 
 

〒980-0013 

仙台市青葉区花京院 

１-３-２ 

仙台市ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ５階 
 

☎022-215-3192 

第二次 

試験の 

不合格者 

第二次 

試験の 

順位、得点 

公益財団法人仙台市健康福祉事業団 総務課 

〒980-0013 仙台市青葉区花京院１-３-２ 
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８ 勤務条件等 

職員就業規則、給与規程等に基づき、概ね次のとおりです（令和２年12月１日現在）。 

給 与 等 

⑴ 初任給：大学卒業直後の採用の場合、177,000円です。なお、学歴や職歴によっては、 

この額に一定の基準に基づいて加算された金額となることがあります。 

⑵ 手 当：期末・勤勉手当、通勤手当、扶養手当、住居手当等がそれぞれの支給要件に従って 

支給されます。 

⑶ その他：健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の適用があります。 

※ 勤務場所には、職員用駐車スペースはありません。マイカー通勤する場合は、個人で駐車場

を契約してもらいます。その場合は、片道距離に応じて通勤手当を支給しますが、駐車場の料

金は支給しません。 

勤務場所 

次のいずれかでの勤務となります。 

⑴ 仙台市シルバーセンター （仙台市青葉区花京院１-３-２） 

⑵ 仙台市健康増進センター （仙台市泉区泉中央２-24-１） 

⑶ せんだい訪問調査センター（仙台市青葉区木町通１-４-15） 

勤務時間 

１週間あたり38時間45分（１日７時間45分×週５日）。 

勤務時間は 午前８時30分から午後５時00分まで の７時間45分（休憩45分間）を基本

とし、勤務場所により 午前９時45分から午後６時15分まで 又は 午後１時00分から午

後９時30分まで の交代勤務を行う部署に配置されることがあります。 

 ※ 業務上必要な場合、時間外労働をしていただく場合があります。（月平均15時間） 

休  日 
４週間を通じて８日、祝日に相当する日数、年末年始（12月29日から１月３日まで）。 

なお、土曜日、日曜日、祝日の勤務がある部署に配置されることがあります。 

休  暇 １年間に20日の年次有給休暇や各種特別休暇、育児・介護休業の制度等があります。 

定  年 満60歳に達した後の最初の３月31日に定年退職となります（再雇用制度あり）。 

 

９ 試験会場案内 

 ＜所在地＞ 

 仙台市青葉区花京院１－３－２ 

＜アクセス＞ 

・ＪＲ 

 「仙台駅」から徒歩約８分 

・バス 

 「仙台駅前」下車徒歩約８分または「花京院シルバー 

 センター前」下車徒歩約３分 

・地下鉄 

 「仙台駅」または「広瀬通駅」から徒歩約８分 

※受験者用の駐車場はありません。 

 

 

 

 

 

 

受験手続に関するお問い合わせ 

公益財団法人仙台市健康福祉事業団 総務課 
〒980-0013 仙台市青葉区花京院１－３－２ 

電 話 ０２２（２１５）３１９２  ＦＡＸ ０２２（２１５）４１４０ 

ホームページ https://www.senkenhuku.com/ 


